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本会からの報告

・「首相及び閣僚の靖国神社公式参拝に関する見解並びに要請」提出

・第36期第1回関西支局会議

・第36期第1回国際交流審議会

・第36期第1回広報委員会

・第36期第1回総務財政審議会

・第1回法人創立70周年記念事業実行委員会

・第36期第1回社会人権審議会

・「ICCGC-CoNGO 2024」報告

・「賛助会員」新規入会者一覧

・「救援基金」寄附者一覧

特集1　

誰ひとり取り残さない世界を目指して

仏教界におけるジェンダー問題
インタビュー
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　1999（平成11）年に男女共同参画社会基本法が制定されてから25年。その間、内閣府にお
いて5次にわたる男女共同参画基本計画が策定され、実行されてきました。世界経済フォー
ラムが2024年に発表した日本の「ジェンダーギャップ指数」は146カ国中118位と、世界と
の比較で言えば順位は低く、進展が遅いかもしれませんが、2015年に成立した女性活躍推
進法などによって、女性就業者数や上場企業の女性役員、民間企業の管理職に占める女性
の割合は着実に上昇しつつあります。また、ジェンダー平等がSDGsの目標の一つとして掲
げられ広く知れ渡ることによって、男性の育児参加への理解やセクシャルハラスメントへの
意識の高まりなど、日本社会において男女共同参画を受け入れる土壌は着実に育ちつつあ
ります。
　ひるがえって仏教界はどうでしょうか。宗派における役員や僧侶における男性の多さ、僧
侶自身の性別役割分業的なジェンダー意識。それらは日本における長い仏教の歴史の中で
培われた「伝統」によって形作られてきたものかもしれません。しかし、市井に生きる人々の
意識との乖離が大きくなったとき、伝統は「因襲」となり、仏教や個々の僧侶への信頼のゆら
ぎにつながりかねません。社会が多様性を尊重する方向へと大きく変化する今、自分たちの
足下をもう一度見つめ直して、ジェンダー平等の実現へと歩を進めることが必要でしょう。
　こうした問題意識は加盟宗派においても高まっていて、それぞれが行動を起こしつつあ
ります。今後、そうした加盟各宗派のジェンダー問題への取り組みを連載することに先立
ち、今号では〈特集1〉として岩田真美先生にインタビューしました。岩田先生は、龍谷大学
ジェンダーと宗教研究センター長を経て、現在は大阪大谷大学の教授。仏教界におけるジェ
ンダー問題に関して、なにが問題で、なぜこのよう状況が生じているか、多角的かつ歴史的
な視点を提供していただきました。
　〈特集2〉では、「令和6年能登半島地震に係る指定寄附金制度と行政書士の活用について」
を取り上げます。指定寄附金制度とは、能登半島地震で被災した寺院に対してなされた寄附
の寄附者が、所得税や法人税の優遇措置を受けられる制度です。寄附が増えて地震からの
復興が加速することを目的に、国によって定められました。
　奇しくもこの号を編集中の9月末、能登半島を大雨が襲い、河川氾濫や土砂災害が発生し
ました。この災害で亡くなった方々には、心より哀悼の意を表します。前号でもお伝えしたよ
うに、能登は地震からの復興とはほど遠い状況にありました。そうした中で、再び大雨による
災害に襲われ、そこからまた立ち上がるために自らを奮い立たせる苦しみは、筆舌に尽くし
がたいものであろうと推察します。この冊子を読まれた方みなさんに、能登の人々への支援
の輪が広がるよう呼びかけていただけていただければ幸いです。

特集2　

令和６年能登半島地震に係る
指定寄附金制度と行政書士の活用について 11

全日本仏教会 第36期理事長 池田　行信
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特集 1 仏 教 界 に お け る ジ ェ ン ダ ー 問 題

　
ま
ず
前
提
と
し
て
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
の
は
、
生

物
学
的
な
性
差
（
セ
ッ
ク
ス
）
に
対
し
て
、
社
会
的
・
文

化
的
に
形
作
ら
れ
た
性
差
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
性
差

は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
認
識
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」

は
社
会
や
文
化
の
中
で
作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。
現
代
の
日

本
仏
教
界
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
つ
い
て
考
え
る

時
、
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
近
代
以
降
の
特
殊
な
問
題
と

し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
明
治
民
法
に

よ
る
「
家
」
制
度
や
近
代
社
会
の
構
造
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観

の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
ま
た
、

こ
の
近
代
の
構
造
と
日
本
仏
教
が
ど
う
リ
ン
ク
し
た
の
か

を
考
え
る
こ
と
が
、
問
題
を
分
析
す
る
と
き
に
お
そ
ら
く

必
要
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

１
．
近
代
社
会
と
性
別
役
割
分
業
の
問
題

　
近
代
資
本
主
義
の
成
立
は
、
世
界
の
い
た
る
場
所
で
大

規
模
な
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
、
人
々
の
生
活
は
便
利
で

豊
か
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
環
境
問
題

が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
市
場
に
送
り
出
し
、
産
業
廃
棄
物
と
し
て
再
び
自
然
に

放
出
す
る
。
資
本
主
義
経
済
が
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、

自
然
資
源
も
無
尽
蔵
で
は
な
い
の
で
枯
渇
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
日
本
で
も
高
度
経
済
成
長
の
陰
で
環
境

破
壊
が
起
こ
り
、
１
９
６
０
年
代
頃
か
ら
公
害
な
ど
の
諸

課
題
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
近
代

資
本
主
義
が
も
た
ら
す
問
題
に
人
々
が
気
づ
き
始
め
る
中

で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
も
問
題
提
起
が
な
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
「
市
場
」
の
外
側
に
あ
っ
た
「
家
族
」
と

い
う
私
領
域
の
発
見
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
市
場
」

と
い
う
公
領
域
に
、「
家
族
」
と
い
う
私
領
域
が
労
働
力

と
い
う
資
本
を
送
り
出
し
て
い
た
と
い
う
構
造
の
問
題
で

す
。
い
わ
ば
「
市
場
」
に
と
っ
て
有
益
な
労
働
力
と
み
な

さ
れ
て
い
た
の
は
、
健
康
な
成
人
男
性
で
あ
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
一
方
、
私
領
域
に
お
い
て
「
子
ど
も
」
を

育
て
「
家
族
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ア
を
担
っ
て
き
た
の
は

女
性
た
ち
で
し
た
。
育
児
や
家
事
、介
護
と
い
っ
た「
家
族
」

に
対
す
る
無
報
酬
の
ケ
ア
労
働
は
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
肩
に

の
し
か
か
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

女
性
た
ち
は
抗
議
の
声
を
上
げ
始
め
ま
し
た
。
近
代
資
本

主
義
社
会
に
お
い
て
、
公
領
域
は
生
産
の
場
と
し
て
、
私

領
域
と
し
て
の
「
家
族
」
は
「
市
場
」
に
労
働
力
を
送
り

出
し
て
い
く
再
生
産
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
ら
を
示
し
た
の
が
左
上
の
図
で
す
。
こ
れ
は
日
本
に

お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
上
野
千

鶴
子
が
『
家
父
長
制
と
資
本
制　
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
地
平
』
の
中
で
示
し
た
図
式
で
す
。
本
書
の
中

で
上
野
は
「
マ
ル

ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
」
の
視
点

か
ら
、「
マ
ル
ク

ス
主
義
は
近
代
産

業
社
会
の
抑
圧
の

構
造
の
解
明
に
は

す
ぐ
れ
た
分
析
力

を
発
揮
し
た
が
、

『
市
場
』
の
及
ぶ
範
囲
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
限
界
で
も
あ
っ

た
。『
市
場
』
を
『
市
民
社
会
』
と
同
一
視
す
れ
ば
、『
市

場
』
の
外
に
『
社
会
』
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、実
は
『
市

場
』
の
外
に
は
市
場
原
理
の
及
ば
な
い
『
家
族
』
と
い
う

領
域
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
労
働
力
を
供
給
し
て
い
た
」
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
近
代
の
資
本
主
義
は
、
社
会
領
域
を

公
領
域
と
私
領
域
に
分
離
し
、「
男
性
は
仕
事
（
公
領
域
）」

「
女
性
は
家
庭
（
私
領
域
）」
と
い
う
性
別
役
割
分
業
を
生

み
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
公
」
は
優
位
に
、「
私
」
は

従
属
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
構

造
が
、
近
代
社
会
に
固
有
の
女
性
差
別
の
根
源
を
作
り
出

し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

２
．
男
女
共
同
参
画
社
会
の
推
進

　
以
上
の
よ
う
な
近
代
社
会
の
領
域
分
離
に
よ
っ
て
生
じ

た
男
女
格
差
の
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

国
連
が
女
性
の
地
位
向
上
を
目
指
し
て
１
９
７
５
年

を
「
国
際
婦
人
年
」
に
定
め
て
以
降
、
性
差
別
の
解
消

に
向
け
た
国
際
的
な
取
り
組
み
が
進
展
し
て
い
き
ま
す
。

１
９
７
９
年
に
は
国
連
総
会
に
お
い
て
女
子
差
別
撤
廃
条

約
が
採
択
さ
れ
、
１
９
８
１
年
に
発
効
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
批
准
し
た
日
本
で
は
、
１
９
８
５
年
に
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
り
ま
す
。

　
ま
た
社
会
政
策
と
し
て
１
９
９
９
年
に
は
男
女
共
同
参

画
社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
基
本
法
の
第

二
条
に
よ
る
と
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
と
は
、「
男
女
が
、

社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会

が
確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、

社
会
的
及
び
文
化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
政
策
が
必
要
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
さ

き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
近
代
社
会
の
中
で
形
成
さ
れ
た
性

別
役
割
分
業
（
性
別
を
理
由
と
し
て
役
割
を
固
定
的
に
分

け
る
）
意
識
が
残
り
続
け
た
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
、
現
状
に
お
い
て
は
、
日
本
の
取
り
組
み
に
は

遅
れ
が
あ
り
ま
す
。
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
世
界
各
国

の
男
女
格
差
の
度
合
い
を
報
告
す
る
『G

lobal G
ender 

G
ap Report

』
を
毎
年
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で

報
告
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
、
経
済
、
教

育
、
健
康
、
政
治
の
四
つ
の
分
野
の
デ
ー
タ
ー
か
ら
作
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
２
４
年
の
日
本
の
順
位
は
１
４
６

か
国
中
１
１
８
位
で
、
最
下
位
グ
ル
ー
プ
で
す
。
世
界

か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
な
国
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

　
こ
の
う
ち
日
本
の
取
り
組
み
が
遅
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
は
、
政
治
と
経
済
の
分
野
で
す
。
政
治
分
野
に
お

い
て
は
、
国
会
に
も
地
方
議
会
に
も
女
性
議
員
の
割
合
は
低

く
、
意
思
決
定
の
場
に
女
性
の
意
見
は
十
分
に
反
映
さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
経
済
の
分
野
に
お
い
て
も
、

女
性
の
労
働
者
の
約
６
割
が
非
正
規
雇
用
で
あ
り
、
キ
ャ
リ

岩田真美先生 （大阪大谷大学の研究室にて）
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特集 1 仏 教 界 に お け る ジ ェ ン ダ ー 問 題

ア
を
積
む
機
会
が
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
管
理
職
の
女
性
の
比
率
は
低
い
ま
ま
で
す
。
会
社
や
組

織
の
中
に
も
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
（
男
性
同
士
の
結
び
付
き

や
絆
が
強
い
）
文
化
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
研
究
者

と
し
て
の
私
自
身
も
女
性
と
し
て
働
き
づ
ら
さ
を
感
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
女
性
が
「
仕
事
」
も
「
家
庭
」
も

背
負
う
と
い
う
構
造
は
ま
だ
解
消
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
社
会
の
中
で
は
、
男
性
も
働
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
長
時
間
労
働
を
強

い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
り
、
育
児
や
介
護
に
関
わ
り
づ
ら

い
状
況
を
社
会
が
作
り
出
し
て
い
る
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
男
女
格
差
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
一
人
ひ
と
り
の
多
様

な
性
（
性
的
指
向
や
性
自
認
を
含
む
）
を
尊
重
し
、
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
働
く
環
境
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
そ
の
人
ら
し
い
働
き
方

が
で
き
る
社
会
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
働
き
が
い
や
、
生
き

が
い
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
個
人

や
社
会
の
よ
い
状
態
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
自
由
で
多
様
な
働
き
方
や
生
き
方
を
選
べ
た
な

ら
ば
、
み
ん
な
が
も
っ
と
心
の
面
で
豊
か
さ
を
感
じ
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。
男
女
共
同
参
画
社
会
が
目
指
し
て
い
る

の
は
そ
う
し
た
地
平
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

３
．
日
本
仏
教
の
特
殊
性

　
日
本
仏
教
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
る
時
、
明
治
以
降
の
僧
侶
の
「
肉
食
妻
帯
」
の
公
許
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
近

代
に
は
日
本
の
僧
侶
た
ち
の
多
く
が
「
家
族
」
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
海
外
の
仏
教
徒
か
ら
み
れ
ば
、

非
常
に
特
殊
な
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。『
増
補
改
訂 

近

代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ　
仏
教
か
ら
み
た
も
う
ひ
と
つ
の

近
代
』
に
お
け
る
碧
海
寿
広
の
次
の
指
摘
が
ま
さ
に
そ
う

で
し
ょ
う
。「
文
化
や
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
男
女
観
や

性
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
は

近
代
の
日
本
仏
教
を
論
じ
る
う
え
で
も
欠
か
せ
な
い
。
僧

侶
が
妻
帯
し
家
族
を
形
成
す
る
風
習
が
明
治
政
府
に
よ
る

『
肉
食
妻
帯
』
の
公
許
（
明
治
５
年
）
の
後
に
一
般
的
に
な

り
、
そ
こ
か
ら
日
本
仏
教
の
特
異
な
男
女
観
や
性
差
別
が

生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
で
す
。
日
本
仏
教

界
全
体
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ャ
フ
ィ
が
「
限
り
な
く
在

家
に
近
い
出
家
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
よ
う
な
、
海

外
か
ら
み
る
と
特
殊
な
状
況
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
中
村
生
雄
は
『
肉
食
妻
帯
考　
日
本
仏
教
の
発
生
』
で
、

こ
う
し
た
明
治
以
降
の
現
象
を
「
日
本
仏
教
の
真
宗
化
」

と
表
現
し
ま
し
た
。

　
そ
の
背
景
と
し
て
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
展
開
の
な
か

で
、
日
本
仏
教
が
置
か
れ
た
立
場
が
大
き
く
変
化
し
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
仏
教
寺
院

は
幕
藩
体
制
の
下
で
行
政
機
関
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
民
衆
を
管
理
す
る
「
人
別
掌
握
」

と
い
う
公
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
全
て
の
民
衆

は
、
い
ず
れ
か
の
寺
院
（
檀
那
寺
）
の
檀
家
と
な
り
、
寺

院
は
戸
籍
管
理
や
葬
祭
を
行
い
、
安
定
的
な
立
場
を
保
証

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
明
治
政
府
は
近
世
的

な
身
分
を
解
体
す
る
中
で
、
寺
請
制
度
も
な
く
し
、
仏
教

は
そ
れ
ま
で
の
公
的
な
役
割
を
失
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
明

治
５（
１
８
７
２
）年
に
発
令
さ
れ
た
太
政
官
布
告
に
よ
っ

て
僧
侶
の
「
肉
食
妻
帯
」
が
許
可
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で

戒
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
肉
食
や
妻
帯
を
、
明
治
政
府
が

公
認
し
た
こ
と
で
、
僧
侶
身
分
は
解
体
し
ま
し
た
。
こ
う

し
て
僧
侶
は
、
い
わ
ば
職
分
（
職
業
）
と
な
り
、「
家
族
」

に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
末
木
文
美
士
は
、『
ブ
ッ
ダ
の
変
貌　
交
錯
す
る
近
代
仏

教
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
こ
の
布
告

は
従
来
の
身
分
制
を
廃
し
、
す
べ
て
の
臣
民
を
一
般
の
戸

籍
に
編
入
す
る
過
程
で
出
さ
れ
た
も
の
で
、
仏
教
者
も
ま

た
特
権
を
奪
わ
れ
、
一
般
の
人
々
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
近
世
に
は
寺
檀
制
度
の
も
と
で
仏
教
者
は

士
農
工
商
の
身
分
制
度
外
の
存
在
と
し
て
特
別
視
さ
れ
て

い
た
」
と
。
そ
れ
が
廃
さ
れ
た
こ
と
で
、「
寺
院
は
儀
礼
や

修
行
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
僧
侶
が
妻
子
と
と
も
に
住

む
家
庭
生
活
の
場
と
な
り
、
実
質
的
に
は
子
供
に
よ
っ
て

継
承
さ
れ
る
世
襲
制
が
当
然
の
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
浄
土
真
宗
で
は
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
で
、
い
わ
ば
日
本
仏
教
全
体
の
浄
土
真
宗
化
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
政
府
の
神
仏
判
然
令
（
神
仏
分
離
令
）
は
廃
仏
毀

釈
運
動
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
し
、
寺
請
制
度
も
廃
さ
れ

て
、
仏
教
界
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
で
も
滅
び

な
か
っ
た
の
は
近
代
の
「
家
」
制
度
と
日
本
仏
教
が
再
び

結
び
つ
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
近
代
日
本
に

お
い
て
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
家
父
長
制
の
国
家
が
成
立

し
て
い
き
ま
す
。
明
治
22（
１
８
８
９
）
年
の
大
日
本
帝

国
憲
法
の
発
布
と
と
も
に
、
皇
室
典
範
が
裁
定
さ
れ
、
天

皇
の
継
承
順
位
は
「
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
」
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
明
治
民
法
で
は
戸
主
（
原
則
と
し

て
は
男
性
）
に
「
家
」
の
統
率
権
限
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

戸
主
の
財
産
や
地
位
は
家
督
相
続
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
祖
先
の
お
墓
や
位
牌
を
維
持

す
る
こ
と
は
、
家
父
長
の
義
務
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
近

代
の
日
本
仏
教
は
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
「
家
」
制
度
と

結
び
つ
き
、
宗
教
儀
礼
を
行
う
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
家
」
を
引
き
継
ぐ
と
い
う

慣
習
に
支
え
ら
れ
る
形
で
、
お
寺
は
い
わ
ゆ
る
「
葬
式
仏

教
」
と
し
て
の
側
面
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
で

し
ょ
う
。
近
世
仏
教
堕
落
論
的
な
文
脈
で
「
葬
式
仏
教
」

を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
近
代
の
中
で
変
容
し
た
部
分
に

目
を
向
け
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
民
法
の
改
正
に
よ
り
戦
前
の

家
督
相
続
は
廃
止
さ
れ
、「
家
」
制
度
は
崩
壊
し
ま
し
た
。

た
だ
社
会
や
文
化
の
中
に
「
家
」
意
識
は
残
り
続
け
た
こ

と
も
あ
っ
て
、「
葬
式
仏
教
」
は
こ
こ
ま
で
残
っ
て
き
た
面

は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
ま
「
家
族
」
の
あ
り
方
が
大

き
く
変
化
す
る
中
で
、
直
葬
も
増
え
て
き
ま
し
た
し
、
墓

じ
ま
い
な
ど
の
問
題
も
表
面
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
教
団
に
よ
る
教
化
活
動
は
、
伝

統
的
な
「
家
」
意
識
を
内
面
化
さ
せ
た
ま
ま
、
変
化
に
対

応
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大 谷 栄 一・吉 永 進 一・近 藤 俊 太 郎 編 
『増補改訂　近代仏教スタディーズ　仏教
からみたもうひとつの近代』

（法蔵館 2023）

中村生雄
『肉食妻帯考　日本仏教の発生』
（青土社 2011）

末木文美士・林淳・吉永進一・大谷栄一編
『ブッダの変貌 交錯する近代仏教』
（法蔵館 2014）
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特集 1 仏 教 界 に お け る ジ ェ ン ダ ー 問 題

４
．
近
代
日
本
の
仏
教
界
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　

以
上
の
よ
う
な
近
代
の
家
父
長
制
的
な
構
造
の
中
で
、

日
本
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
教
化
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の

か
、
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど

明
治
以
降
の
「
肉
食
妻
帯
」
の
公
許
に
よ
っ
て
、
僧
侶
が

妻
帯
し
て
家
族
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
「
日
本
仏

教
の
真
宗
化
」
と
称
し
た
研
究
者
の
見
解
を
紹
介
し
ま
し

た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
浄
土
真
宗
を
モ
デ
ル
と
し
て
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
仏
教
の
近
代
以

降
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　
家
族
社
会
学
の
視
点
か
ら
、
宗
教
と
家
族
の
関
係
に
つ

い
て
先
駆
的
な
研
究
を
行
っ
て
き
た
森
岡
清
美
が
『
真
宗

教
団
と
「
家
」
制
度
』
の
中
で
、
浄
土
真
宗
の
教
団
の
構

造
に
注
目
し
て
、
真
宗
教
団
は
一
種
の
「
家
連
合
」
だ
と

述
べ
ま
し
た
。
こ
の
視
点
は
、
主
と
し
て
真
宗
寺
院
（
住

職
家
）
の
世
襲
相
続
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
浄

土
真
宗
の
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
は
妻
帯
し
た
僧
侶
で
し
た

が
、
森
岡
に
よ
れ
ば
、「
真
宗
僧
侶
の
妻
帯
は
鎌
倉
時
代

に
お
け
る
専
修
念
仏
の
行
者
の
一
般
的
な
魚
鳥
女
犯
か
ら

発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
期
の
真
宗
寺
院
は
血
統
相
続

に
あ
ら
ず
、
真
宗
以
外
の
各
宗
に
於
け
る
が
如
く
伝
法
若

し
く
は
附
弟
相
続
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
血
統
を
主
と
し

て
寺
院
を
相
続
し
た
事
実
が
明
白
と
な
る
の
は
室
町
時
代

の
初
め
以
後
」
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
近
世

初
頭
に
は
長
子
相
続
制
が
確
立
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
、「
妻
帯
し
て
い
る
余
宗
僧
侶
の
家
と
異
な
る
の
は
、

坊
守
（
住
職
の
妻
）
の
住
職
補
佐
の
権
能
が
教
団
に
よ
っ

て
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
で
は

妻
帯
を
公
認
し
て
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
多
数
の
門
徒
と

の
日
常
的
接
触
に
お
い
て
坊
守
が
果
た
す
役
割
は
殊
の
外

大
き
い
の
で
、
宗
門
法
に
お
い
て
坊
守
に
関
す
る
規
定
を

設
け
て
そ
の
地
位
を
根
拠
づ
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。
こ
の
指
摘
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
真
宗

教
団
に
お
い
て
は
、
す
で
に
近
代
以
前
か
ら
住
職
を
中
心

に
、
住
職
を
補
佐
す
る
坊
守
と
い
う
役
割
分
業
、
家
父
長

制
的
な
構
造
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
江
戸
時
代
に
著
さ
れ
た
真
宗
の
「
坊
守
の
心
得
」

に
お
い
て
も
、
お
寺
の
跡
継
ぎ
を
育
て
る
こ
と
が
重
視
さ

れ
て
い
ま
す
し
、
家
内
和
合
を
心
が
け
て
門
徒
の
手
本
と

な
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
門
徒
さ

ん
が
お
寺
に
来
ら
れ
た
時
に
接
待
す
る
こ
と
も
、
坊
守
の

役
割
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
住

職
と
門
徒
の
家
を
つ
な
ぐ
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
な
っ
て
「
肉
食
妻
帯
」
が
公
許
さ
れ
た

時
に
、「
出
家
主
義
」
を
掲
げ
て
き
た
多
く
の
宗
派
に
お

い
て
は
、
住
職
の
妻
子
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
な
部
分
が
残

り
ま
し
た
し
、
戒
律
と
も
か
か
わ
る
た
め
深
刻
な
問
題
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
浄
土
真
宗
は
非
常
に
順

応
し
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
意
味
で
は

近
代
の
日
本
仏
教
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
機
能
し
た
面

は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
近
代
に
な
る
と
真
宗
教
団
は
、
い
ち
早
く
仏
教
青
年
会

や
仏
教
婦
人
会
な
ど
の
教
化
団
体
を
創
設
し
、
近
代
的
な

教
化
活
動
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は

「
母
性
」
や
「
母
性
愛
」、「
子
ど
も
」
と
い
っ
た
近
代
に

発
見
さ
れ
た
新
し
い
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
伝
道
教
化
に

取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
林
淳
は
、「
近
代

仏
教
の
時
期
区
分
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』75
号
）の
中
で
、

「
国
家
が
宗
教
者
に
託
し
、
期
待
し
た
も
の
は
、
近
世
か

ら
近
代
に
か
け
て
大
き
く
転
換
し
た
と
い
う
の
が
、
筆
者

の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
世
に
お
け
る
『
人
別
掌
握
』

か
ら
、
近
代
の
『
教
化
』
へ
の
大
転
換
で
あ
っ
た
」
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。
近
代
の
仏
教
教
団
に
よ
る
民
衆
教
化
は
、

い
ま
だ
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
し
、
国
家
も

そ
の
教
化
の
能
力
に
期
待
し
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
近

代
の
国
民
国
家
の
形
成
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
に
も
、
仏
教

教
団
の
教
化
活
動
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
面
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て

研
究
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
少
し
話
は
戻
り
ま
す
が
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
森
岡
清

美
『
真
宗
教
団
と
「
家
」
制
度
』
で
は
、
も
う
一
つ
大
事

な
指
摘
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
は
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
「
家
」
制
度
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
真
宗
教
団
で
は
世
襲
制
が
維
持
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
そ
こ
に
真
宗
教
団
の
根
強
い

生
命
力
が
存
す
る
と
共
に
、
信
仰
団
体
と
し
て
の
致
命
的

限
界
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
指
摘
で
す
。
こ
れ
は
真
宗
教
団
の
み
な
ら
ず
、
他

の
仏
教
教
団
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
戦
後
に
お
い
て
も
日
本
の
寺
院
で
は

世
襲
制
が
一
般
的
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
い
ま
も
お
寺
の

跡
継
ぎ
は
、
長
男
で
あ
る
場
合
が
多
く
、「
家
」
制
度
的
な

慣
習
が
残
り
続
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
伝
統
や
慣
習
は
、

女
性
よ
り
男
性
を
優
先
す
る
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を

生
み
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
お
寺
の
長
男
や
跡

継
ぎ
に
責
任
や
重
圧
が
か
か
っ
て
し
ま
う
構
造
が
あ
り
、

「
個
」
と
し
て
の
自
由
な
意
志
や
権
利
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
信
仰
よ
り
も
、

「
家
」
意
識
に
よ
る
継
承
が
主
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、

信
仰
団
体
と
し
て
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

伝
統
的
な
「
家
」
制
度
で
は
、
婚
姻
を
男
女
間
で
の
み
行

う
も
の
と
考
え
て
し
ま
い
が
ち
な
点
に
も
注
意
が
必
要
で

す
。
同
性
婚
を
含
め
、
多
様
な
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
て
い
く
機
会
が
必
要
だ
と
言
え
ま
す
。

　
こ
う
し
た
近
代
の
日
本
仏
教
の
あ
り
方
が
戦
前
か
ら
引
き

ず
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
を
固
定
化
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
は
、
持

続
可
能
な
教
団
や
寺
院
を
考
え
て
い
く
と
き
に
避
け
て
通
れ

な
い
課
題
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

５
．
誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い
世
界
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
指
し
て

　
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て

い
る
年
次
報
告
書
『
令
和
６
年
版　
男
女
共
同
参
画
白
書
』

森岡清美『新版　真宗教団と「家」制度』
（法蔵館　2018）

『令和 6 年版　男女共同参画白書』5p より
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特集 1 仏 教 界 に お け る ジ ェ ン ダ ー 問 題令和６年能登半島地震に係る指定寄附金制度と行政書士の活用について特集2

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る
指
定
寄
附
金
制
度
と
行
政
書
士
の
活
用
に
つ
い
て

特
集
２

に
よ
る
と
、「
家
族
」
の
姿
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。「
昭
和
モ
デ
ル
」
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
昭
和
60
（
１
９
８
５
）
年
の
デ
ー
タ
で
は
、「
夫

婦
と
子
ど
も
」
か
ら
な
る
世
帯
の
割
合
は
40
％
、「
３
世
代

同
居
」
が
19
．
２
％
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
令
和
モ

デ
ル
」と
し
て
紹
介
さ
れ
た
令
和
２（
２
０
２
０
）年
の
デ
ー

タ
で
は
、「
単
独
（
単
身
）
世
帯
」
が
38
％
、「
ひ
と
り
親

世
帯
と
子
ど
も
」
か
ら
な
る
家
族
が
９
％
で
、
合
わ
せ
る

と
全
体
の
半
分
近
く
を
占
め
ま
す
。
一
方
、「
夫
婦
と
子
ど

も
」
か
ら
な
る
世
帯
は
25
％
で
、
大
幅
に
減
っ
て
い
ま
す
。

　
今
日
で
は
ペ
ッ
ト
も
「
家
族
」
だ
と
考
え
る
人
も
増
え

て
い
る
で
し
ょ
う
し
、「
家
族
」
の
意
味
や
形
態
は
多
様

化
し
て
い
ま
す
。
直
葬
や
墓
じ
ま
い
が
増
え
て
い
る
の
も
、

「
家
族
」
の
姿
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
と
地
続
き
の
問
題

で
す
。
い
わ
ば
「
葬
式
仏
教
」
が
成
り
立
た
な
く
な
る

時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
中
で
、
い
ま
日
本
仏
教
の

あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
問
題
を
含
め
、
宗
派
を
超
え
て
議
論
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
単
独
（
単
身
）
世
帯
が
多
く
な
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
、
病
気
に
な
っ
た
り
、
老
後
に
動
け
な
く
な
っ

た
り
し
た
と
き
に
、
そ
の
ケ
ア
は
誰
が
担
う
か
と
い
う
問

題
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
伝
統
的
な
「
家
族
」
に
お

い
て
は
女
性
が
ケ
ア
を
担
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ

は
社
会
全
体
が
担
う
べ
き
課
題
で
す
。
生
ま
れ
て
か
ら
死

ぬ
ま
で
、
ケ
ア
を
受
け
な
い
人
間
は
い
ま
せ
ん
。
仮
に
い

ま
健
康
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
誰
も
が
ケ
ア
を
受
け
る
立

場
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
人
が
孤
独
や
不

安
を
抱
え
る
中
で
、「
生
老
病
死
」
の
問
題
に
寄
り
添
い
な

が
ら
、誰
も
が
安
心
し
て
生
き
や
す
い
社
会
を
仏
教
は
作
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（Sustainable 

D
evelopm

ent G
oals

持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
の
理

念
で
も
あ
る
「
誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い
」
社
会
を
目
指

す
こ
と
は
、
世
界
的
な
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　
最
近
は
日
本
仏
教
界
に
お
い
て
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
り
組

む
動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
大
き
な
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
が
、
平
成
30（
２
０
１
８
）
年
の
第
29
回

「
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
」に
お
け
る「
東
京
宣
言
」だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
全
日
本
仏
教
会
は
「
慈

悲
の
行
動
―
生
死
の
中
に
見
出
す
希
望
―
」
と
題
し
て
、

「
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
＝
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
実
現
を
、

す
べ
て
の
衆
生
の
幸
せ
を
願
う
『
慈
悲
の
行
動
』
と
位
置

づ
け
て
支
援
す
る
」
と
宣
言
し
ま
し
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
環

境
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
目
標
５
に
も
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
を
実
現
し
よ
う
」
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
人
権
問

題
で
も
あ
り
ま
す
。
近
代
社
会
が
も
た
ら
し
た
多
く
の
課

題
に
、
今
後
、
仏
教
界
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く

べ
き
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
事
」

と
し
て
考
え
な
が
ら
、
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

1980 年、兵庫県生まれ。龍谷大学大学院文学研究科博
士後期課程（真宗学専攻）単位取得退学。博士（文学）。
2011年から龍谷大学文学部真宗学科特任講師、2017
年から特任准教授、2020 年から龍谷大学ジェンダーと宗
教研究センター長を経て、2024 年から大阪大谷大学文
学部歴史文化学科教授。浄土真宗本願寺派の企画諮問
会議委員、ジェンダー平等推進委員会副委員長などを務
める。主な共編著に『カミとホトケの幕末維新―交錯する
宗教世界―』（法藏館、2018 年）、『仏教婦人雑誌の創刊』
（法藏館、2019 年）、『近代真宗「女性教化」資料集成』
全10 巻（三人社、2020～2022 年）などがある。

岩田真美（いわた　まみ）

１
．
指
定
寄
附
金
制
度
に
つ
い
て

　
指
定
寄
附
金
と
は
、
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う

法
人
等
に
対
す
る
寄
附
金
で
、
公
益
の
増
進
に
寄
与
し
、

緊
急
を
要
す
る
特
定
の
事
業
に
充
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て

財
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
で
す
。

　
一
般
に
は
宗
教
法
人
に
と
っ
て
の
指
定
寄
附
金
は
、
国

宝
や
重
要
文
化
財
の
修
理
等
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
に

限
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
回
、
令
和
６
年
能
登
半
島

地
震
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し
た
公
益
的
な
施
設
等
の
復
旧

の
た
め
に
、
宗
教
法
人
を
含
む
公
共
・
公
益
法
人
等
が
募

集
す
る
寄
附
金
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
所
轄
庁
の

確
認
を
受
け
た
も
の
も
、
指
定
寄
附
金
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

　
指
定
寄
附
金
の
寄
附
者
は
、
所
得
税
ま
た
は
法
人
税
の

優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
個
人
の
場
合
に
は
寄
附
金

額
か
ら
２
０
０
０
円
を
引
い
た
金
額
が
控
除
と
な
り
、
法

人
の
場
合
に
は
寄
附
し
た
全
額
を
損
金
算
入
で
き
ま
す
。

寄
附
を
集
め
や
す
く
し
て
復
興
を
後
押
し
す
る
の
が
目
的

で
す
。

　
た
だ
指
定
寄
附
金
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
事

前
に
所
轄
庁
に
申
請
し
、
そ
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
要

件
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
義
援
金
等
で
受
け
取
っ
て
い
る

寄
附
金
が
、
た
だ
ち
に
こ
の
指
定
寄
附
金
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
以
下
、
詳
細
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
が
、
関
心
の
あ
る

方
は
、
ま
ず
は
所
轄
庁
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
指
定
寄
付
金
制
度
を
活
用
す
る
に
は

　
こ
の
制
度
を
活
用
す
る
た
め
の
概
要
は
、
表
の
通
り
に

な
り
ま
す
。

①
ま
ず
所
轄
庁
に
申
請
し
て
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
確
認
の
期
限
は
令
和
９
年
12
月
31
日
。
文
部
科

学
大
臣
所
管
の
宗
教
法
人
で
あ
れ
ば
文
化
庁
宗
務
課

に
、
都
道
府
県
知
事
所
管
の
場
合
は
各
都
道
府
県
の
担

当
部
署
に
申
請
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
包
括
宗

教
法
人
が
取
り
ま
と
め
て
申
請
や
募
集
を
行
う
こ
と
も

可
能
で
す
。

②
申
請
し
、
所
轄
庁
の
確
認
を
受
け
た
募
集
要
項
に
基
づ

い
て
募
集
す
る
寄
附
金
が
、
指
定
寄
附
金
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
さ
る
令
和
６
年
７
月
19
日
、
石
川
県
七
尾
市
に
あ
る

真
宗
大
谷
派
能
登
教
務
所
に
て
、
日
本
宗
教
連
盟
主
催

に
よ
る
「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
お
け
る
宗
教
法
人
の
現
状
と
課
題
」
と
題
し
た

セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
は
、
前
々
号
に
て
お
話
し
い

た
だ
い
た
大
阪
大
学
の
稲
場
圭
信
先
生
や
、
前
号
で
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
真
宗
大
谷
派
能
登
教
務
所
の
竹
原
了

珠
所
長
に
よ
る
能
登
に
お
け
る
宗
教
法
人
の
現
状
の
報

告
と
、
文
化
庁
宗
務
課
、
石
川
県
庁
、
日
本
行
政
書
士

会
連
合
会
の
方
よ
り
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
係

る
指
定
寄
附
金
制
度
に
関
す
る
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
特
集
２
で
は
、
こ
の
中
か
ら
指
定
寄
附
金
制
度
に
つ

い
て
と
、
行
政
書
士
の
活
用
に
関
す
る
部
分
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
報
告
し
ま
す
。
詳
細
に
関
し
て
は
日
本
宗

教
連
盟
のYouTube

チ
ャ
ン
ネ
ル
よ
り
ご
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（https://w
w

w
.youtube.com

/

w
atch?v=Y8-n_W

XVuFE

）
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令和６年能登半島地震に係る指定寄附金制度と行政書士の活用について特集2

③
募
集
期
間
は
確
認
を
受
け
た
翌
日
か
ら
３
年
以
内
。
具

体
的
に
は
、
各
法
人
で
作
成
し
た
募
集
要
項
で
定
め
る

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
寄
附
金
を
集
め
る
期
間
と
、
施

設
の
工
事
期
間
や
契
約
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る
必

要
は
な
く
、
先
に
始
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
募
集
を
し

て
か
ら
始
め
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

④
寄
附
し
た
人
は
税
制
優
遇
を
受
け
る
の
で
、
寄
附
受
領

書
と
所
轄
庁
か
ら
交
付
さ
れ
た
確
認
書
の
写
し
の
２
つ

を
寄
附
者
に
渡
し
ま
す
。
注
意
点
は
、
募
集
目
標
額
を

超
え
た
分
は
税
制
優
遇
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。

寄
附
者
に
迷
惑
を
か
け
ま
す
の
で
、
目
標
額
に
近
づ
き

そ
う
に
な
っ
た
ら
、
受
け
入
れ
の
調
整
が
必
要
で
す
。

⑤
寄
附
金
の
入
出
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
専
用
の
口
座

を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
工
事
の
支
払
い
等
も
こ
の
口

座
か
ら
と
な
り
ま
す
。

⑥
報
告
や
公
表
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。
工
事
が
終
わ
る
ま

で
の
間
、
所
轄
庁
へ
の
報
告
と
、
大
体
１
カ
月
単
位
で

寄
附
金
を
ど
れ
く
ら
い
受
け
て
件
数
が
ど
れ
く
ら
い
か

と
か
、
年
単
位
で
ど
れ
く
ら
い
工
事
が
進
み
、
ど
れ
だ

け
お
金
を
払
っ
た
か
等
を
公
表
し
て
く
だ
さ
い
。
被
包

括
宗
教
法
人
に
お
い
て
独
自
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
な
い

場
合
に
は
、
包
括
宗
教
法
人
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
機
関

紙
に
掲
載
す
る
方
法
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
募
集
に
つ

い
て
も
、
被
包
括
の
法
人
の
募
集
要
項
や
集
ま
り
具
合

を
、
包
括
宗
教
法
人
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ

と
で
寄
附
を
促
し
て
い
く
や
り
方
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
指
定
寄
付
金
制
度
の
申
請
フ
ロ
ー

　
被
包
括
宗
教
法
人
が
自
ら
申
請
す
る
場
合
の
流
れ
は
次

表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
①
宗
教
法
人
が
確
認
申
請
を
出

し
て
、
②
所
轄
庁
の
確
認
が
済
め
ば
確
認
書
を
交
付
す
る
。

③
そ
の
翌
日
か
ら
寄
附
金
の
募
集
が
開
始
で
き
、
④
寄
附

者
か
ら
お
金
が
振
り
込
ま
れ
た
ら
、
⑤
そ
の
都
度
、
寄
附

の
受
領
書
を
寄
附
者
に
発
行
す
る
。
⑥
寄
附
者
は
確
定
申

告
等
で
税
務
署
に
申
告
し
て
税
制
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら

れ
る
と
い
う
流
れ
で
す
。

　
申
請
の
事
前
準
備

　
事
前
の
準
備
は
、
主
と
し
て
次
の
３
点
で
す
。

　
ま
ず
「
指
定
寄
附
金
の
募
集
の
対
象
、
つ
ま
り
何
を
復

旧
す
る
か
の
指
定
」。
そ
の
建
物
等
の
被
災
届
出
証
明
書

等
の
準
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
収
益
事
業
の
用
に
供
し

て
い
る
建
物
は
対
象
と
な
ら
な
い
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　

次
に
「
指
定
寄
附
金
を
募
集
す
る
必
要
性
の
確
認
」。

自
己
資
金
で
原
状
回
復
で
き
る
も
の
は
、
寄
附
を
募
る
必

要
が
あ
る
か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
し
て
「
募
集
の
実
施
の
法
人
内
部
で
の
意
思
決
定
」。

申
請
、
専
用
の
口
座
の
開
設
、
募
集
方
法
等
を
事
前
に
法

人
と
し
て
意
思
決
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
建
物
に
関
す
る
情
報
や
、
復
旧
に
か
か
る
費

用
、
予
算
書
、
決
算
書
、
情
報
公
開
の
方
法
な
ど
も
事
前

に
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
に
考
え

る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
随
時
所
轄
庁
や
行
政
書
士
に
相
談

す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
対
象
と
な
る
建
物
等
に
つ
い
て

　
対
象
と
な
る
の
は
、
本
殿
や
本
堂
、
礼
拝
堂
等
の
宗
教

活
動
を
行
っ
て
い
る
建
物
は
当
然
な
が
ら
、
庫
裡
、
寺
務

所
等
や
、
そ
れ
ら
に
付
属
し
て
い
る
設
備
、
例
え
ば
冷
暖

房
装
備
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
鳥
居
や
灯
籠
と
い
っ
た

構
造
物
等
、
地
域
に
よ
っ
て
は
地
盤
改
良
を
行
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
、
神
具
や
仏
具
等
の
固
定
資
産
も
対

象
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
、
壊
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
罹
災
証
明
あ
る
い
は
被

災
届
出
証
明
書
等
が
必
要
で
す
し
、
収
益
事
業
の
用
に
供
さ

れ
て
い
た
も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
情
報
公
開
と
書
類
の
保
存

　

前
述
の
通
り
、
完
全
に
修
繕
復
旧
が
終
わ
る
ま
で
は
、

寄
附
金
の
募
集
実
績
、
一
年
単
位
の
原
状
回
復
事
業
の
実

績
、
ま
た
支
出
の
実
績
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
機
関
誌
で
報

告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
轄
庁
へ
は
「
会
計
の
年
次
報
告
」、「
寄
附
金

の
募
集
が
終
了
し
た
ら
そ
の
報
告
」、「
そ
の
際
に
工
事
が

終
わ
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
募
集
終
了
後
の
事
業
報
告
」、

そ
し
て
「
最
終
的
に
工
事
が
終
わ
れ
ば
そ
の
完
了
報
告
」。

４
つ
の
報
告
が
必
要
で
す
。

　
そ
し
て
、
寄
附
者
に
発
行
し
た
受
領
書
の
写
し
の
控
え

と
、
支
出
に
関
す
る
領
収
書
等
を
５
年
間
保
存
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。

　
包
括
宗
教
法
人
が
取
り
ま
と
め
る
場
合

　
被
包
括
宗
教
法
人
の
分
を
ま
と
め
て
包
括
宗
教
法
人
が

申
請
し
て
、
寄
附
金
を
一
元
的
に
募
集
す
る
こ
と
も
可
能

で
す
。
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令和６年能登半島地震に係る指定寄附金制度と行政書士の活用について特集2

　
行
政
書
士
に
依
頼
す
る
に
あ
た
っ
て

　
行
政
書
士
に
依
頼
す
る
際
は
、
ど
こ
ま
で
を
頼
む
か
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
宗
教
法
人

の
規
則
の
変
更
の
手
続
き
を
す
る
場
合
、
県
庁
だ
け
の
手

続
き
を
依
頼
す
る
の
か
、
包
括
宗
教
法
人
に
対
す
る
手
続

き
も
依
頼
す
る
の
か
で
、
業
務
量
が

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

報
酬
額
に
つ
い
て
は
、
統
一
の
報

酬
基
準
は
な
く
、
各
事
務
所
が
報

酬
を
定
め
て
い
ま
す
。
た
だ
日
本
行

政
書
士
会
連
合
会
は
、
報
酬
額
の
統

計
を
取
っ
て
い
て
、
以
下
のU

RL
U

RL

（（https://w
w

w
.gyosei.or.jp/

https://w
w

w
.gyosei.or.jp/

about/disclosure/rew
ard/

about/disclosure/rew
ard/

）
で

見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

指
定
寄
付
金
制
度
の
利
用
手
続
き

に
関
し
て
、
最
初
の
確
認
の
申
請
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま

な
報
告
も
、
行
政
書
士
に
相
談
や
依

頼
を
す
る
こ
と
を
考
え
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

　

最
後
に
能
登
半
島
地
震
の
被
災
４

県
の
行
政
書
士
会
の
連
絡
先
を
掲
載

し
ま
す
。

　
そ
の
場
合
、
①
被
包
括
宗
教
法
人
が
そ
の
法
人
の
所
轄

庁
に
ど
う
い
っ
た
建
物
を
修
繕
す
る
の
か
を
申
請
し
、
②
副

申
書
を
も
ら
っ
た
後
、
③
副
申
書
を
包
括
宗
教
法
人
が
取
り

ま
と
め
て
、
④
包
括
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
に
申
請
を
す
る
。

⑤
確
認
書
が
交
付
さ
れ
た
ら
、
⑥
包
括
宗
教
法
人
が
一
括
で

寄
附
金
を
募
集
し
、
⑨
集
ま
っ
た
寄
附
金
を
被
包
括
宗
教
法

人
に
規
模
に
応
じ
て
比
例
配
分
を
原
則
と
し
て
行
っ
て
い
く

流
れ
に
な
り
ま
す
。

 

２
．
行
政
書
士
の
活
用
に
つ
い
て

　
こ
の
度
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

の
方
か
ら
、
行
政
書
士
の
一
般
的
な
業
務
に
つ
い
て
も
詳

し
く
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
宗
教
法
人
に

関
す
る
業
務
と
、
指
定
寄
付
金
制
度
に
関
す
る
こ
と
に

絞
っ
て
報
告
し
ま
す
。

　
行
政
書
士
の
宗
教
法
人
に
関
す
る
業
務

　
主
な
も
の
は
表
の
通
り
で
す
が
、
い
く
つ
か
説
明
を
加

え
る
と
、
①
は
新
規
に
法
人
を
設
立
す
る
場
合
の
手
続
き

で
す
。
③
に
は
、
例
え
ば
不
動
産
登
記
で
使
わ
れ
る
登
録

免
許
税
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
、
非
課
税
証
明
書
を
発
行

し
て
も
ら
う
手
続
き
が
あ
り
ま
す
。
⑨
に
つ
い
て
は
、
責

任
役
員
会
の
議
事
録
を
作
成
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
場

合
。
⑩
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
外
国
人
の
宗
教
家
を

招
聘
す
る
よ
う
な
手
続
き
や
、
お
寺
で
外
国
人
が
禅
の
修

行
を
す
る
際
に
、
短
期
滞
在
よ
り
も
長
期
に
修
行
し
た
い

場
合
に
、
在
留
資
格
「
文
化
活
動
」
と
い
っ
た
資
格
を
取

得
し
て
修
行
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
指
定
寄
附
金
の
確
認
申
請
の
準
備
書
類

　
指
定
寄
付
金
の
確
認
申
請
に
対
し
て
の
準
備
書
類
の
リ
ス

ト
で
す
。
こ
れ
ら
が
な
い
場
合
、
例
え
ば
過
去
３
年
間
、
収

支
予
算
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
行
政
書
士
が
話
を

聞
い
て
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
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TO P I XJ A P AN  B UDDH I S T  F E D E R A T I ON
2024（令和6）年7月1日～2024（令和6）年8月31日

本会からの報告

　

7
月
4
日
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
会
議
室

に
お
い
て
、
第
36
期
第
1
回
関
西
支
局
局
内

会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

【
議
題
】

⑴ 

令
和
5
年
度
関
西
支
局
業
務
報
告

⑵ 

令
和
6
年
度
関
西
支
局
業
務
中
間
報
告

⑶ 

令
和
5
年
度
関
西
支
局
収
支
報
告

⑷
全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局
報
告

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

【
概
要
】

日　

時
：
令
和
6
年
7
月
4
日
午
後
4
時
～

会　

場
：
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
会
議
室

出
席
者
：

〈
全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局
〉

池
田
行
信
（
理
事
長
）

和
田
学
英
（
事
務
総
長
）

関
勝
道
（
総
務
部
長
）

楠
宗
紹
（
広
報
文
化
部
長
）

西
岡
慈
圓
（
総
務
部
次
長
）

古
矢
め
ぐ
み
（
社
会
・
人
権
部
次
長
）

平
井
敦
夫
（
広
報
文
化
部
次
長
）

〈
関
西
支
局
〉

中
井
真
人
（
関
西
支
局
長
）

渡
邊
弘
文
（
関
西
支
局
次
長
）

藤
井
宗
治
（
関
西
支
局
次
長
）

御
嶽
隆
佑
（
関
西
支
局
次
長
）

浅
野
真
哉
（
関
西
支
局
主
事
）

法
正
弘
恵
（
関
西
支
局
主
事
）

貴
田
大
史
（
関
西
支
局
主
事
）

宮
裡
顕
一
（
関
西
支
局
主
事
）

佐
野
雅
明
（
関
西
支
局
主
事
）

松
浦
唯
（
関
西
支
局
書
記
）

　

7
月
31
日
、
本
会
会
議
室
と
Z
O
O
M
オ
ン

ラ
イ
ン
会
議
室
に
て
第
1
回
国
際
交
流
審
議
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

　

和
田
事
務
総
長
よ
り
開
会
の
挨
拶
、
池
田
理

事
長
よ
り
三
帰
依
文
、
挨
拶
が
行
わ
れ
委
員
を

代
表
し
て
加
藤
泰
隆
委
員
へ
委
嘱
状
伝
達
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
委
員
の
自
己
紹
介
を

行
い
正
副
委
員
長
に
つ
い
て
委
員
間
に
て
互

選
、
長
松
清
潤
委
員
長
、
西
永
亜
紀
子
副
委
員

長
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。続
い
て
会
議
に
入
り
、

池
田
理
事
長
か
ら
長
松
委
員
長
に
諮
問
が
手
交

さ
れ
ま
し
た
。

［
諮
問
事
項
１
］

国
際
交
流
の
現
状
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

　

前
期（
第
35
期
）に
お
い
て
、
国
内
外
の
国
際

交
流
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
ご
審
議
い
た
だ

い
た
。
今
期（
第
36
期
）も
引
き
続
き
、
海
外
布

教
拠
点
の
現
状
や
人
材
育
成
な
ど
の
課
題
に
対

す
る
各
宗
派
の
取
り
組
み
を
共
有
い
た
だ
き
、

多
角
的
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
日
本
仏

教
界
全
体
の
発
展
を
期
す
る
所
で
あ
る
。
ま
た
、

国
内
に
お
い
て
は
益
々
増
加
す
る
訪
日
観
光
客

へ
の
対
応
、
観
光
地
に
限
ら
ず
と
も
寺
院
に
期

待
さ
れ
る
役
割
な
ど
、
更
に
踏
み
込
ん
だ
施
策

に
つ
い
て
ご
審
議
願
い
、答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

［
諮
問
事
項
2
］

S
D
G
s
（
気
候
変
動
・
難
民
問
題
・
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
）に
つ
い
て

　

本
会
で
は
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標

（
S
D
G
s
）の
支
援
を
掲
げ
、
そ
の
具
現
化
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
今
期
は
そ
の
中
で
も
、
世

界
各
地
で
の「
気
候
変
動
」や
、
激
し
さ
を
増
す

紛
争
等
に
よ
っ
て
増
え
続
け
る「
難
民
」に
つ
い

て
、
ま
た
先
進
諸
国
に
比
べ
非
常
に
対
応
が
遅

れ
て
い
る「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」に
つ
い
て
、
仏

教
徒
と
し
て
私
た
ち
の
で
き
る
こ
と
は
何
か
と

ご
審
議
願
い
た
い
。
更
に
は
、
W
F
B
（
世
界

仏
教
徒
連
盟
）や
国
際
活
動
を
行
う
諸
団
体
と
の

連
携
も
見
据
え
な
が
ら
答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
和
田
事
務
総
長
か
ら
36
期
諮
問
の

背
景
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
ま

し
た
。
諮
問
①
で
は「
国
内
外
の
国
際
布
教
」に

つ
い
て
、
各
委
員
か
ら
諸
宗
の
取
り
組
み
や

意
見
を
伺
い
、
様
々
な
立
場
や
角
度
か
ら
検
討

し
、
相
互
に
共
有
す
る
こ
と
で
日
本
仏
教
界
全

体
の
発
展
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。
諮
問
②
で
は

S
D
G
s
の
中
の
3
項
目（
気
候
変
動
・
難
民

問
題・ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
）を
中
心
に
、仏
教
者・

寺
院
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
審

議
い
た
だ
き
ま
す
。

【
概
要
】

日　

時
：
令
和
6
年
7
月
31
日
午
後
1
時
〜

場　

所
：
本
会
会
議
室
・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
室

　
　
　
　
（
Z
O
O
M
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
使
用
）

諮　

問
：

⑴ 「
国
際
交
流
の
現
状
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
」

⑵ 「
S
D
G
s
（
気
候
変
動
・
難
民
問
題
・
ジ
ェ

　

  

ン
ダ
ー
平
等
）に
つ
い
て
」

出
席
委
員
：
13
名（
15
名
中
）

加
藤
泰
隆（
曹
洞
宗
）

藤
澤
理
映（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

延
澤
栄
賢（
真
宗
大
谷
派
）

大
島
啓
慈（
日
蓮
宗
）

後
藤
友
栄（
高
野
山
真
言
宗
）

松
山
大
耕（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

竹
内
純
照（
天
台
宗
）

鈴
木
晋
怜（
真
言
宗
智
山
派
）

久
野
晃
秀（
法
華
宗〈
本
門
流
〉）

長
松
清
潤（
本
門
佛
立
宗
）	

日
比
野
郁
皓（
学
識
経
験
者
）	

枝
木
美
香（
学
識
経
験
者
）

西
永
亜
紀
子（
学
識
経
験
者
）

　

ま
ず
、
広
報
委
員
会
の
業
務
内
容
に
つ
い

て
委
員
に
事
務
局
よ
り
説
明
を
行
い
、
第
36

期
で
の
展
望
等
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

次
に
、
機
関
誌
『
全
仏
』
に
つ
い
て
、
現
状

に
つ
い
て
報
告
を
行
い
、
購
読
者
数
の
増
加

及
び
内
容
や
構
成
に
つ
い
て
継
続
的
に
検
討

し
て
い
く
こ
と
を
念
頭
に
議
論
し
ま
し
た
。

次
に
、「
花
ま
つ
り
」
に
つ
い
て
、
来
年
の
花

ま
つ
り
に
向
け
た
デ
ザ
イ
ン
の
公
募
等
に
つ

い
て
説
明
を
行
い
、
ポ
ス
タ
ー
の
頒
布
等
に

つ
い
て
議
論
い
た
し
ま
し
た
。
次
に
本
年
度

は
、
隔
年
で
行
っ
て
い
る
仏
教
に
関
す
る
実

態
把
握
調
査
の
実
施
年
で
あ
る
た
め
、
ア
ン

ケ
ー
ト
の
設
問
内
容
等
に
つ
い
て
社
会
状
況

に
応
じ
た
内
容
等
い
た
し
ま
し
た
。

【
概
要
】

日　

時
：�

令
和
6
年
7
月
31
日
午
後
3
時
～

場　

所
：�

本
会
会
議
室
・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
室

　
　
　
　
（
Z
O
O
M
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
使
用
）

テ
ー
マ
：

⑴ 

広
報
委
員
会
の
業
務
に
つ
い
て  

⑵ 

機
関
誌
『
全
仏
』
に
つ
い
て  

⑶ 

花
ま
つ
り
に
つ
い
て 

⑷� 

仏
教
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
に
つ
い

て
（
2
0
2
4
年
）  

⑸ 

そ
の
他
の
事
業
に
つ
い
て  

出
席
委
員
：
13
名
（
委
員
）

　

大
友
博
志
（
曹
洞
宗
）

　

坂
詰
秀
正
（
日
蓮
宗
） 

　

藪　

邦
彦
（
高
野
山
真
言
宗
）

　

並
木
泰
淳
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

西
村
智
秀
（
天
台
宗
）

　

田
中
隆
明
（
真
言
宗
智
山
派
） 

　

沼
田
千
恵
（
仏
教
伝
道
協
会
） 

　

吉
田
泰
樹
（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　

佐
藤
泰
之
（
学
識
経
験
者
）

　

松
﨑
香
織
（
学
識
経
験
者
） 

　

西
出
勇
志
（
学
識
経
験
者
） 

　

赤
堀
正
卓
（
学
識
経
験
者
）

　

柏
木
友
紀
（
学
識
経
験
者
）

第
36
期
第
1
回
国
際
交
流
審
議
会

第
36
期
第
1
回
関
西
支
局
局
内
会
議

「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
解
並
び
に
要
請
」
提
出

令
和
６
年
８
月
６
日
、岸
田
文
雄
内
閣
総
理
大
臣
宛
に「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参

拝
に
関
す
る
見
解
並
び
に
要
請
」文
書
を
、自
由
民
主
党
本
部
に
お
い
て
池
田
行
信
理
事
長
か

ら
自
由
民
主
党
組
織
運
動
本
部
長
の
金
子
恭
之
氏
へ
手
交
。

左より和田学英（本会事務総長）、池田行信（本会理事長）、金子恭之氏（自由民
主党組織運動本部長〈当時〉）

第
36
期
第
1
回
広
報
委
員
会

全 仏 No.663
Z E N B U T S U

16全 仏 No.663
Z E N B U T S U

17



TO P I XJ A P AN  B UDDH I S T  F E D E R A T I ON
2024（令和6）年7月1日～2024（令和6）年8月31日

本会からの報告

　

8
月
1
日
、
全
日
本
仏
教
会
会
議
室
に
お
い

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
併
用
し
た
第
36
期
第
1
回

総
務
財
政
審
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

【
次
第
】

⑴ �

第
36
期
総
務
財
政
審
議
会
委
員
へ
の
委
嘱

状
伝
達

⑵ 

正
副
委
員
長
の
選
出

・
委
員
長　

藤
田
哲
史（
真
宗
大
谷
派
）

・
副
委
員
長　

吉
田
泰
樹（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

⑶  

諮
問
内
容
の
説
明

　

１
．『
法
規
集
』の
見
直
し
に
つ
い
て

　

２
．法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

　

３
．�第
48
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
の
開
催
地

に
つ
い
て

　

４
．�本
会
の
理
事
長
及
び
事
務
総
長
の
選
定
に

関
す
る
日
蓮
宗
の「
要
望
書
」に
つ
い
て

　

５
．大
蔵
経
運
営
事
業
に
つ
い
て

【
概
要
】

日　

時
：
令
和
6
年
8
月
1
日
午
後
2
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室
・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
室

　
　
　
　
（
Z
O
O
M
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
使
用
）

出
席
委
員
：（
対
面
：
5
名
）

安
藤
道
隆（
曹
洞
宗
）　　

 

笠
井
照
永（
日
蓮
宗
）　　

 

吉
田
泰
樹（
学
識
経
験
者
）　　

 

遠
賀
令
子（
学
識
経
験
者
）　　

 

佐
藤
泰
之（
学
識
経
験
者
）　　

 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
：
5
名
）

東
森
尚
人（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）　　

 

藤
田
哲
史（
真
宗
大
谷
派
）　　

 

竹
井
成
範（
高
野
山
真
言
宗
）　　

 

小
林
祖
承（
天
台
宗
）　　

 

杉
本
栄
次（
真
言
宗
智
山
派
）　 　

出
席
理
事
：（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

加
久
保
範
祐（
真
言
宗
智
山
派
）　 　

一
宮
良
範（
念
法
眞
教
）

花
岡
眞
理
子

（〈
公
社
〉全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
）　

日　

時
：
令
和
6
年
8
月
2
日（
金
）午
前
11
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室
・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
室

　
　
　
　
（
Z
O
O
M
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
使
用
）

出
席
委
員
：和

田
学
英（
委
員
長
・
本
会
事
務
総
長
）

伊
藤
道
仁（
曹
洞
宗
）

渡
邊
弘
文（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

石
井
正
道（
真
宗
大
谷
派
）

西　

央
成（
浄
土
宗
）

坂
詰
秀
正（
日
蓮
宗
）

並
木
泰
淳（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

西
村
智
秀（
天
台
宗
）

平
野
哲
央（
真
言
宗
智
山
派
）

鈴
木
義
俊（
山
梨
県
仏
教
会
）

掬
池
友
絢（
学
識
経
験
者
）

村
瀬
友
洋（
学
識
経
験
者
）

金
原
円
応（
学
識
経
験
者
）

【
次
第
】

１
．
辞
令
交
付

２
．
三
帰
依
文

３
．
理
事
長
挨
拶

４
．
事
務
総
長
挨
拶

５
．
業
務
説
明

６
．
委
員
の
役
配

【
概
要
】

　

会
議
に
先
立
ち
辞
令
交
付
。
11
時
に
な
り
会
議

に
入
り
ま
し
た
。
池
田
行
信
理
事
長
の
発
声
に
て

「
三
帰
依
文
」唱
和
、
挨
拶
。
続
き
、
和
田
学
英
委

員
長
よ
り
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。
第
一
回
会
議
で

あ
る
こ
と
か
ら
事
務
総
局
よ
り
業
務
に
つ
い
て

の
説
明
が
な
さ
れ
、
実
行
委
員
会
内
に
て
組
織
す

る
5
部
会（
総
務
・
財
務
・
式
典
・
広
報
・
国
際
）

に
つ
い
て
、
委
員
が
担
当
す
る
役
配
を
決
定
し
ま

し
た
。
事
務
総
局
よ
り
今
後
の
流
れ
に
つ
い
て
説

明
し
、
11
時
45
分
閉
会
し
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
８
月
２
日
、
本
会
議
室
及
び
オ
ン
ラ

イ
ン
に
て
開
催
。
三
帰
依
文
を
唱
和
の
後
、
池
田

行
信
理
事
長
・
和
田
学
英
事
務
総
長
の
挨
拶
、
審

議
会
委
員
の
委
嘱
に
続
い
て
、
第
36
期
社
会
・
人

権
審
議
会
委
員
長
に
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
谷
明
生

委
員
、
副
委
員
長
に
日
蓮
宗
の
赤
堀
正
明
委
員
が

推
挙
さ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
左
記
の
３

つ
の
内
容
が
池
田
理
事
長
よ
り
諮
問
さ
れ
ま
し
た
。

［
諮
問
事
項
１
］

首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
要

請
に
つ
い
て

［
諮
問
事
項
2
］

仏
教
者
と
し
て
死
刑
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か

［
諮
問
事
項
3
］

「
過
去
帳
」等
の
取
扱
に
つ
い
て

�　

第
１
回
審
議
会
で
は ［
諮
問
１
］に
つ
い
て

「
信
教
の
自
由
」と「
政
教
分
離
の
原
則
」の
立
場

か
ら
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
首
相
及
び
閣
僚
の

靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
関
す
る
見
解
並
び
に
要

請
に
つ
い
て
、
文
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

【
概
要
】

日　

時
：
令
和
6
年
8
月
2
日

会　

場
：
本
会
会
議
室
・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
室

　
　
　
　
（
Z
O
O
M
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
使
用
）

出
席
委
員
：

　

我
孫
子
高
宏（
曹
洞
宗
）

　

岡
田
光
恵（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　

德
永
誠（
真
宗
大
谷
派
）

　

伴
乃
昶（
浄
土
宗
）

　

赤
堀
正
明（
日
蓮
宗
）

　

藤
本
善
光（
高
野
山
真
言
宗
）

　

谷
明
生（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　

荒
井
真
道（
真
言
宗
智
山
派
）

　

鈴
木
真
英（
真
言
宗
豊
山
派
）【
委
員
代
理
】

　

株
橋　

隆
真（
法
華
宗〈
本
門
流
〉）

　

小
池　

達
子（
学
識
経
験
者
）

出
席
理
事
：

池
田 

行
信（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）　

花
岡 

眞
理
子（
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
）

　

8
月
26
日
27
日
の
両
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
国
連
チ
ャ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た

「ICCGC-CoN
GO

 2024

」に
、
本
会
が
加
盟
す

る
W
F
B（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）の
一
員
と
し
て
、

W
F
B
執
行
役
員
の
戸
松
義
晴
全
日
本
仏
教
会

理
事
、
東
海
林
良
昌
W
F
B
副
事
務
総
長
、
事

務
総
局
の
計
3
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
「ICCGC-CoN

GO

」と
は
、
諸
宗
教
指
導

者
、
宗
教
研
究
者
、N

GO

団
体
の
代
表
な

ど
が
集
ま
り
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
様
々
な
立

場
か
ら
の
意
見
を
出
し
合
う
諸
宗
教
連
合
会

議（Interfaith Coalition Conference for 
Global Citizenship

）と
国
連
と
協
議
関
係
を

有
す
るN

GO

会
議（Conference of N

GO
s in 

Consultative Relationship w
ith the U

N

）

で
す
。
潘
基
文（
バ
ン
・
ギ
ム
ン
）前
国
連
事
務

総
長
が
ソ
ウ
ル
で
開
催
し
た「ICCGC2023

」に

続
く
対
話
の
延
長
で
あ
り
、
今
年
度
は「
公
正

で
平
和
的
、
包
括
的
で
持
続
可
能
な
未
来
を
追

求
す
る
地
球
市
民
」と
い
う
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら

れ
、
昨
年
に
引
き
続
い
て
出
席
い
た
し
ま
し
た
。

　

W
F
B
の
パ
ロ
ッ
プ
・
タ
イ
ヤ
リ
ー
会
長
は

急
遽
欠
席
と
な
り
、
戸
松
義
晴
W
F
B
執
行
役

員
が
W
F
B
を
代
表
し
て
平
和
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

代
読
し
ま
し
た
。
期
間
中
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

世
界
各
地
の
紛
争
を
憂
慮
す
る
と
と
も
に
気
候

変
動
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
の
必
要
性
な
ど
が

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
宣
言
が
採
択
さ

れ
、
戦
争
や
環
境
危
機
を
踏
ま
え「
宗
教
的
想
像

力
を
も
っ
て
す
べ
て
の
人
が
一
緒
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
」こ
と
を
目
指
し
、
具
体
的
な
課
題

を
明
記
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「ICCGC-CoN

GO
 2024

」
の
開

催
に
先
が
け
て
8
月
24
日
～
26
日
の
日
程
で

「ICCGC

リ
ー
ダ
ー
ズ
サ
ミ
ッ
ト
」が
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
郊
外
の

ク
ラ
ベ
ラ
ッ
ク

市
の
ウ
ォ
ン

ダ
ー
マ
セ
ン

タ
ー
で
開
催
さ

れ
、
宣
言
内
容

や
諸
宗
教
間
の

取
り
組
み
に
つ

い
て
議
論
さ
れ

ま
し
た
。

2
0
2
4（
令
和
6
）年
7
月
1
日
～

　
　
　

2
0
2
4（
令
和
6
）年
8
月
31
日
】

（
時
系
列
順
・
敬
称
略
）

〈
団
体
会
員
〉

株
式
会
社 

T
E
R
A 

T
e
c
h 

I
n
c
.

〈
個
人
会
員
〉

大
谷 

喜
代
司

ご
入
会
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
2
0
2
4（
令
和
6
）年
7
月
1
日
～

　
　
　

2
0
2
4（
令
和
6
）年
8
月
31
日
】

（
時
系
列
順
・
敬
称
略
）

威
徳
寺

北
上
西
和
賀
仏
教
会

八
戸
仏
教
会

蓮
田
市
佛
教
会

杉
戸
町
仏
教
会

正
源
寺

松
栄
山　

妙
経
寺

栗
沢
仏
教
会

匿
名
希
望
4
件

総
計　

１
，
2
0
0
，
1
5
5
円

第
36
期
第
1
回
総
務
財
政
審
議
会

第
1
回
法
人
創
立
70
周
年

　
　
　
記
念
事
業
実
行
委
員
会

第
36
期
第
1
回
社
会
人
権
審
議
会

「IC
C

G
C

-C
oN

G
O

 2024

」
報
告

「
賛
助
会
員
」
新
規
入
会
者
一
覧

「
救
援
基
金
」
寄
附
者
一
覧
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検 索全日本仏教会

https://www.jbf.ne.jp

〒105-0011  東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL：03-3437-9275   FAX：03-3437-3260
e-mail：info@jbf.ne.jp

2024年10月1日発行　第663号

発行所  公益財団法人 全日本仏教会
発行人  和田学英

特集 仏教界におけるジェンダー問題

大正新脩大蔵経の100年、SATの30年記念
公開シンポジウム

※詳細につきましては、後日決定次第改めてお知らせします。

申　込　以下のURLから受付、定員に達し次第締切
 https://forms.gle/gWJT3gS6kkUyHy5u7

共　催　大蔵経研究推進会議（公益財団法人 全日本仏教会他）
　　　　一般財団法人 人文情報学研究所

主　催　SAT大蔵経テキストデータベース研究会

会　場　東京大学山上会館｠（東京都文京区本郷7-3-1 東京大学本郷キャンパス構内）
「デジタル時代の仏典研究とAIの可能性」

日　時　2024（令和6）年12月21日（土）　午後


